
改正の背景

発注者

適
正
な
労
務
費

元請・中間下請 下請

適正な水準が

不明
経費増嵩を

労務費で吸収

適正な労務費が確保されず

賃金が十分払えない

労務費
労務費 賃金労務費

▶ 建設業は、中長期的な担い手の確保が喫緊の課題

▶ 若年層の入職・定着のためには、他産業より賃金が低く、
就労時間も長い状況の改善が不可欠

H9 R6

685万人

477万人

10%

7%

全産業就業者に占める

建設業就業者のシェア

出典：総務省「労働力調査」（令和６年）をもとに国土交通省で作成

建設業
就業者

賃金

527万円/年
出典： 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）、※賃金は「生産労働者」の値

全産業

建設業※

1,939時間/年

1,987時間/年（＋2.5%）

労働時間

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和６年度）

※ 過度な重層下請構造、総価一式の契約慣行、相場が分かりづらい、削減が容易、
技能者の処遇を考慮せず安価に請け負う業者が競争上有利 等

▶  また、建設工事の請負契約の特性※を背景として、 

適正な労務費（＝賃金の原資）が確保できていない

443万円/年（▲15.9%）

参考資料１



新ルールの導入

契
約

完
成

自然要因（猛暑による不稼働）、時間外労働規制、労働・安全衛生、行政への申請 等

Ⅰ.工期全般にわたって考慮すべき事項

・建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応
・分野別に考慮すべき事項（住宅・不動産分野/鉄道分野/電力分野 等） 等

Ⅲ.その他考慮すべき事項

Ⅱ.工程別に考慮すべき事項

（例）
資機材の調達

（例）
想定外の
地中障害物

（例）
養生期間

（例）
受電時期

（例）
完了検査

準備 施工（基礎、土、躯体、設備、仕上 等） 後片付け

雇用経費

自社利益等

雇用経費

下請利益等

自社利益等

発注者・元請

１次下請
２次下請

技能者雇用経費

下請利益等

自社利益等

材料費

賃金労務費 労務費 労務費

適
正
な
労
務
費

「
労
務
費
に
関
す
る
基
準
」

※1 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金
※2 適正な労務費を含む通常必要と認められる原価に満たない金額による契約締結による勧告の対象になり得るのは公共発注者のみ

全ての契約段階で適正な労務費を確保！

労務費に関する基準（令和７年１２月２日 中央建設業審議会決定）

注文者・受注者双方が「工期に関する基準」を考慮し、
適正な工期を設定！

工期に関する基準（令和６年３月２７日 中央建設業審議会決定）

▶  建設業者に対し、労働者の適正な処遇確保を努力義務化

▶  中央建設業審議会が「工期に関する基準」に加え「労務費に関する基準」を

作成・勧告し、適正な労務費を提示

▶  適正な労務費等に比べ著しく低い労務費等※1による見積りや見積り変更依頼を禁止

▶  総価として原価に満たない金額による契約締結を受注者にも禁止

▶  著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止

- 違反した建設業者は指導・監督/発注者※2は勧告・公表の対象

（第25条の27）

（第34条第２項）

（第20条第２項、第６項）

（第19条の３第２項）

（第19条の５第２項）

（第41条第１項等、第19条の６ ）



新ルール下の取引について

▶ 労務費等
※
を内訳明示した「見積書」が重要

取引上の地位を不当利用し、
「通常必要と認められる原価」に

満たない金額による

契約締結 禁止

「通常必要と認められる期間」より

著しく短い工期による

契約締結 禁止

正当な理由なく、
「通常必要と認められる原価」に

満たない金額による

契約締結 禁止

「通常必要と認められる期間」より

著しく短い工期による

契約締結 禁止

禁止

注文者 受注者

✓ 「見積書」の作成

努力義務

✓ 「見積書」を考慮

努力義務

✓ 通常必要な額を著しく
下回る見積り 禁止

禁止
✓ 通常必要な額を著しく
下回る変更依頼 禁止

禁止

（第20条第４項）

（第20条第１項）

（第20条第６項）

（第20条第２項）

➢発注者

国土交通大臣等から

勧告・公表

➢建設業者

国土交通大臣等から

指導・監督

違反した場合

（第20条第７項） （第28条、第41条第１項等）

※1 「通常必要と認められる原価」に満たない金額による契約締結による勧告の対象になり得るのは公共発注者のみ
※2 「通常必要と認められる原価」に満たない金額による契約締結の場合のみ
※3 注文者として「通常必要と認められる原価」に満たない金額による請負契約を締結した場合は指導のみ

➢発注者
※1

国土交通大臣等から

勧告・公表

➢建設業者（注文者
※2
）

公正取引委員会からの

措置

➢建設業者
※３

国土交通大臣等から

指導・監督

違反した場合

（第19条の６） （第42条第１項） （第28条、第41条第１項等）

※ 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金

（第19条の３第１項）

（第19条の５第１項）

（第19条の３第２項）

（第19条の５第２項）

※いずれも改正前から規定あり



「労務費に関する基準」の実効性確保

CCUS レベル4

CCUS レベル3

CCUS レベル2

CCUS レベル1

下
請

適正賃金

労務費等を内訳明示した「見積書」

労務費ダンピング調査の実施 等

実効性確保

団体国

見積りに関する
留意点を整理

見積書の「様式例」と、
その「書き方ガイド」 職種ごとの

「標準見積書」

「標準見積書」の作成支援

発注者 元請 専門工事業者

技能者の処遇改善等を行う企業を可視化

元請

労務費確保/賃金支払い
CCUSの活用

宣言企業との優先取引

下請

労務費確保/賃金支払い
CCUSの活用

宣言企業との優先取引

発注者

労務費確保/賃金支払い

宣言企業との優先取引

※「自主宣言制度」の必須項目（一部抜粋）

CCUSレベル別年収労務費に関する基準

公共工事設計労務単価の水準
職種分野ごとに、単位施工量当たり

労務費の形で、基準を踏まえた適正な

労務費の具体値を設定

契約当事者間で、適正な賃金や労務費の支払いを確認

技能者
発注者

下請事業者
受注者

＜契約に盛り込む事項※＞

適正な賃金や

労務費の支払い

賃金の支払い等に

関する書面の提出

※任意で導入可能

★適正な賃金として推奨

ダンピングのおそれがないか確認

目標値

標準値

公共工事
（上乗せの取組）

適正労務費

発
注
者 適正労務費

元
請

技
能
労
働
者

見積書
の交付促進

自主宣言
制度

行き渡り
の確認

適正な
賃金支払い

✓ 技能者の処遇確保を前提とした価格や質で競争

✓ 処遇改善に取り組む事業者が競争上不利にならないようにする
健全な競争環境を実現

CCUSレベル別年収

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

https://roumuhi.mlit.go.jp/


発注者のみなさまへ
▶ 「持続的な安定発注」に向けた建設業の担い手確保のためには、

-  賃上げにより担い手の処遇を改善すること、そのために、建設業者が賃金
の原資である労務費を適正に確保できるようにすること

-  発注者を含む関係者の行動変容により、担い手の賃金を競争原資とした

ダンピングによる受注競争を撲滅し、生産性や技術に基づく健全な競争環
境へ転換すること

が不可欠です。

▶ そのため、建設業法等が改正され、令和７年12月から、建設工事の請負契
約の価格交渉・契約締結について新たなルールが適用されることになりました。

▶ 建設工事の発注者の皆様におかれては、以下のルールを遵守して取引してい

ただくようお願いいたします。

発注に当たっては、

※ 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金

工事の規模等に応じて十分な見積り期間を設けるとともに、

受注者から提出された見積書を考慮・尊重してください

提出された見積書に対し、労務費等※が著しく低くなるような

見積り変更依頼はしないでください
これに違反して契約締結した場合は、勧告・公表の対象となる可能性があります

従前に引き続き、

取引上の地位を不当に利用し、総価として通常必要と認められる

原価に満たない金額による契約締結はしないでください

技能者を雇用する建設業者は、労務費だけでなく雇用に伴う

経費も確保する必要があることに留意してください

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています
（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

参考資料２

https://roumuhi.mlit.go.jp/


関係事業者のみなさまへ

▶ 技能者の処遇を犠牲にしたいわゆるダンピングによる受注競争を撲滅
し、技術に基づく健全な競争環境を、建設工事の取引に関わる全て
の当事者のパートナーシップのもとで実現するため、

表面の取組に加え、以下についてご理解・ご協力をお願いいたします。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」

による自主宣言を行うとともに、宣言企業相互の

取引先としての優先選定を推進してください

書面での請負契約締結を徹底するとともに、契約に

コミットメント条項を積極的に導入し、契約当事者間

での適正な労務費の支払い、技能者へ適正な賃金

の支払いの確認を推進してください

技能者と適切に雇用契約を結ぶとともに、CCUS

能力評価の受検、CCUSレベル別年収水準での

賃金支払いを推進してください

適正な労務費（賃金の原資）確保に併せて、

適正な工期を確保してください
通常必要と認められる期間に比べ著しく短い工期による契約締結は、注文者・受注者とも禁止されています

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています
（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

https://roumuhi.mlit.go.jp/


建設業者のみなさまへ
▶ 「持続的な安定発注」に向けた建設業の担い手確保のためには、

-  賃上げにより担い手の処遇を改善すること、そのために、建設業者が賃金の原資であ

る労務費を適正に確保できるようにすること

-  発注者を含む関係者の行動変容により、担い手の賃金を競争原資としたダンピング

による受注競争を撲滅し、生産性や技術に基づく健全な競争環境へ転換すること

が不可欠です。

▶ そのため、建設業法等が改正され、令和７年12月から、建設工事の請負契約の

価格交渉・契約締結について新たなルールが適用されることになりました。

▶ 建設業者の皆様におかれては、以下のルールを遵守して取引していただくようお願いいたします。

受注に当たっては、

注文に当たっては、

※ 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金

適正な労務費を算出した上で労務費等※を内訳明示した見積書を作成・

提出し、これを10年間保存してください
注文者から請求があった場合は、契約成立までに見積書を交付しなければなりません

労務費等が著しく低くなるような見積りはしないでください
違反した場合は、国土交通大臣等からの指導・監督の対象となる可能性があります

正当な理由なく、総価として通常必要と認められる原価に満た

ない金額による契約締結はしないでください
違反した場合は、国土交通大臣等からの指導・監督の対象となる可能性があります

工事の規模等に応じて十分な見積り期間を設けるとともに、受注者から

提出された見積書を考慮・尊重してください

提出された見積書に対し、労務費等が著しく低くなるような見積り変更

依頼はしないでください
違反した場合は、国土交通大臣等からの指導・監督の対象となる可能性があります

従前に引き続き、

取引上の地位を不当に利用し、総価として通常必要と認められる

原価に満たない金額による契約締結はしないでください
違反した場合は、国土交通大臣等の指導又は公正取引委員会への措置請求対象となる可能性があります

技能者を雇用する建設業者は、労務費だけでなく雇用に伴う経費も確保

する必要があることに留意してください

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

参考資料３

https://roumuhi.mlit.go.jp/


関係事業者のみなさまへ

▶ 技能者の処遇を犠牲にしたいわゆるダンピングによる受注競争を撲滅
し、技術に基づく健全な競争環境を、建設工事の取引に関わる全て
の当事者のパートナーシップのもとで実現するため、

表面の取組に加え、以下についてご理解・ご協力をお願いいたします。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」

による自主宣言を行うとともに、宣言企業相互の

取引先としての優先選定を推進してください

書面での請負契約締結を徹底するとともに、契約に

コミットメント条項を積極的に導入し、契約当事者間

での適正な労務費の支払い、技能者へ適正な賃金

の支払いの確認を推進してください

技能者と適切に雇用契約を結ぶとともに、CCUS

能力評価の受検、CCUSレベル別年収水準での

賃金支払いを推進してください

適正な労務費（賃金の原資）確保に併せて、

適正な工期を確保してください
通常必要と認められる期間に比べ著しく短い工期による契約締結は、注文者・受注者とも禁止されています

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています
（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

https://roumuhi.mlit.go.jp/
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